
第5回未来の業務のあり方WT
（2024年12月16日）

事務局資料



©︎2024 ABeam Consulting Ltd.confidential1

＜議題＞

1.WTの目的

2.経理・返還金・債権管理等の業務における意見収集・議論

3.WTのまとめイメージ（案）の共有
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1.WTの目的

1.1. WTの目的と成果物

◼ 本WTにおいては現在の生活保護業務の実態を踏まえて、運用における課題等を洗い出し、課題を解消することで
業務効率化された生活保護業務のあり方を検討することを目的としています。

◼ 本WTにおける検討結果を踏まえて、生活保護業務の課題の可視化図、効率化された生活保護業務を作成しま
す。

本WTの成果物WTの目的

✓ 検討会の委員（自治体・オブザーバーベンダ等）から収集した
意見をもとに、効率化・改善点を反映した業務フロー、生活保護
業務の課題の可視化図、効率化された生活保護業務像を作
成します。

【目的】
✓現在の業務の問題点・課題を洗い出し、可視化すること
✓問題点・課題を踏まえて効率化された生活保護業務像を作成す
ること

【新：検討方針】
✓ 業務効率化や業務改善といった観点に基づき、現行業務の問

題点や課題の洗い出しを行い、効率化された生活保護業務を
検討する

【旧：検討方針】
✓ 法制度改正の必要性の有無や、システムで解決できる問題か

否か等の制限にとらわれずに、現行業務の問題点や課題の洗
い出しを行い、将来像を作成する

目的・成果物

在宅勤務 モバイルワーク

役所・役場

職員の自宅

サテライトオフィス

行政サービスの向上

AI-OCR、RPA

 保護 の  に   た     の  と職員の きやすさを   きる      の 現

✓ 多様な被保護者の状況に対応したサービスを提供（支援の必要性に応じた濃淡をつけたサービス提供）

✓ 事務の効率化・デジタル化による職員負荷軽減、本来業務への注力、柔軟な働き方を実現

チャットボット・生成AI

等での迅速な対応

自治体生保担当者の
業務負担低減

ペーパレス会議

Web会議

簿冊管理の廃止

最小限の書類の
やり取り

必要  者の  へ
の モート  

 保護 の自宅

医療機関等

被保護者の状況に
応じたケア方針の選択

オンライン資格確認

各種書類・データ
の 照

生活保護業務像
役所・役場・   務所

現行業務における課題の概観（想定）

 保護 の自宅

医療機関・ 護機関等

   

訪問先で被保護者の情報を閲
覧できないため、手書きのメモを
作成したり、CWが記憶して訪問

している

問い わ について の で回 
できない  は、事務所に  て

  して回 を行 

ム 

    や  書類に  や り
が り、  時に  かない  は
、 C の訪問または被保護者に来
所してもらい、  の 正を行 

定期訪問と随時訪問に時間を取
られて、業務時間外で記録作成
や算定等の業務を行 ている

  ・  時  定・ 務  時

所  議時

  ・  時に対応する職員が異
なる  、職員ごとに異なる回 を

してしま 可能性が る

  な の  書類と  書類
を紙で保管している

会議時に  で確認が必要な情報
が る  は、紙の  から時間をか
けて必要な情報を し出している

紙  で被保護者の情報を管理
しているため、  の被保護者の
情報を  する  は、  の
記録 て目を す必要が る

 外的な事 の  、保護費の
算定処理を る  も る

   や   からの意見を きた
い  は、会議への出 を めても
、  してもらえない  も る

被保護者の  や  、   
所の き いを められることも 
るが、対応できない  も る

被保護者を自 に  に た て、 
のよ に自 さ れ いいか分からず
に、自 に がらない  も る

被保護者ごとに異なる状況を踏
まえて、重点的に確認する項目
が分からず、CWごとに差異が生

じる  も る

ムラ

ムダ

課題の可視化図

業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

業務フロー 訪問管理

住民

自治体 職員 ケース診断会議・

援助方針検討

訪問訪問計画の

策定

訪問実績の登録

throw 1

catch 3 catch 2

生活保護システム 生活保護システム

訪問計画表の

作成

生活保護システム

・年間訪問計画表

・月間訪問計画表

・ケース訪問計画表

訪問を実施のうえ、ケース診断会議を実施した結果、以下のような判断がされた場合は、該当する事務を実施す

る。

・法第28条第5項又は法第62条第3項に基づき保護の停止又は廃止と判断（この場合、「保護停止・廃止」のフ

ローに進む）

・法第63条適用または、第78条適用と判断（この場合、「戻入」または「返還金・債権登録」フローに進む）

効率化・改善点

No.  分類 小分類 課題概要 検討方針 検討結果 標準仕様書への反映  考

効率化・改善の

実現に

向けた課題整理

課題への対応

方針の整理

仕様書

への

反映方法

第3回WT資料再掲
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◼ 今年度のWTでは、現行業務における効率化・改善の余地について意見収集・議論を行います。
◼ 議論結果を踏まえて、効率化・改善された生活保護業務の実現に向けた課題と課題への対応方法を検討します。
◼ 次年度以降は、課題への対応方法を のよ に標準仕様書へ反映するかについて検討します。

ステップ①（業務効率化・改善の余地の意見収集）
ステップ②（業務効率化や改善に向けた課題・課題への対応

方法・効率化された生活保護業務像の整理）
ステップ③（標準仕様書の改版）

成果物

✓ 収集した意見・議論の結果を踏まえて、効率化・改善
点を整理し反映した業務フロー

✓ 課題への対応方法（システム化等）を反映した
標準仕様書

✓ 生活保護業務の効率化を実現するための課題・手法を
整理し、可視化した資料

✓ 効率化・改善点を踏まえて効率化された生活保護業務
像（事務局にてイメージ図を作成）

WTの進め方

在宅勤務 モバイルワーク

役所・役場

職員の自宅

サテライトオフィス

行政サービスの向上

A   C 、  A

 保護 の  に   た     の  と職員の きやすさを   きる      の 現

✓ 多様な被保護者の状況に対応したサービスを提供（支援の必要性に応じた濃淡をつけたサービス提供）

✓ 事務の効率化・デジタル化による職員負荷軽減、本来業務への注力、柔軟な働き方を実現

チャットボット・生成A 

等での迅速な対応

自治体生保担当者の
業務負担低減

ペーパレス会議

 e 会議

簿冊管理の廃止

最小限の書類の
やり取り

必要  者の  へ
の モート  

 保護 の自宅

医療機関等

被保護者の状況に
応じたケア方針の選択

オンライン資格確認

各種書類・データ
の 照

No.  分類 小分類 課題概要 検討方針 検討結果 標準仕様書への反映  考

効率化・改善の

実現に

向けた課題整理

課題への対応

方針の整理

仕様書

への

反映方法

1.WTの目的

1.2. WTの進め方

本編 別紙1
業務フロー

別紙2
 能・  要件

別紙3
  一覧

別紙4
  詳細要件

別紙5

  レイアウト

標準仕様書 2.x版案

✓ 現行業務において、効率化や改善の余地がある部分
はどこか

✓ 効率化された生活保護業務像の実現に向けて、
課題への対方法方法を標準仕様書に、いつ、 の
よ に反映するか

✓ 効率化・改善された生活保護業務を 現するための課
題（現 と 想とのギャップ）は何か

✓ 課題への対応方法（システム化等）は何か

論点

今年度のWT 次年度以降のWT

生活保護業務像（イメージ図）

業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

業務フロー 訪問管理

住民

自治体 職員 ケース診断会議・

援助方針検討

訪問訪問計画の

策定

訪問実績の登録

throw 1

catch 3 catch 2

生活保護システム 生活保護システム

訪問計画表の

作成

生活保護システム

・年間訪問計画表

・月間訪問計画表

・ケース訪問計画表

訪問を実施のうえ、ケース診断会議を実施した結果、以下のような判断がされた場合は、該当する事務を実施す

る。

・法第28条第5項又は法第62条第3項に基づき保護の停止又は廃止と判断（この場合、「保護停止・廃止」のフ

ローに進む）

・法第63条適用または、第78条適用と判断（この場合、「戻入」または「返還金・債権登録」フローに進む）

効率化・改善点

第3回WT資料再掲
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1.WTの目的

1.3. WTの各回の検討テーマ

◼ 今年度のWTでは、効率化・改善された生活保護業務について議論します。
◼ 本日の第5回WTでは、保護費支給、返還金や債権管理等の業務について、効率化・改善された生活保護業務

の姿、現状の生活保護業務と比較した際の課題、課題への対応方法について議論します。

回数 テーマ 概要

第1回
（8月）

ケースワーク①
（訪問 連）

✓訪問予定の整理～訪問～訪問後の業務
✓訪問前における準 等を含む

第2回
（9月）

ケースワーク②
（自 支援等）

✓就労・自 支援な 、被保護者の自 に向
けた各種支援業務

第3回
（10月）

ケースワーカーの行 業務
（4回目・5回目のテーマを除 ）

✓被保護者の自 を助長するためにケース
ワーカーが行 業務 般（生活保護  ・
決定・訪問・自 支援・各種調査等含む）

第4回
（11月）

ケースワーカーの行 業務
（医療扶助・介護扶助）

✓医療扶助・介護扶助に る業務
（医療券発券・介護券発券等の事務処
理）

第5回
（12月）

ケースワーカーの行 業務
（経理・返還金・債権管理）

✓保護費支給（支給における経理処理・窓
口支給等）、返還金や徴収金の起案処理
等、債権管理（督促・催告・納 ）

✓適正化に向けた調査等

検討テーマ

第4回WTのゴー 

以下について委員の皆様と議論し、整理します。

① 保護費 給、返還金・徴収金、債権管 等の業務が効率
化・改善された姿

② ①の姿と現 を比較した際の課題、課題への対応方法

 回数・テーマは現在の想定

説明資料
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2.ケースワーカーの行 業務における意見収集・議論

2.1. 収集したい意見・議論したい 容

◼ 委員の皆様と議論したい  は、保護費 給・返還金および徴収金・債権管 等における業務の効率化・改善
の余地、業務効率化・改善の 現に向けた課題と課題への対応方法です。

◼ 業務効率化・改善の余地については次項や別紙資料の  も 考にしていただき、ご意見をお か  ださい。

✓ 保護費 給（ 給における経   ・窓口 給等）・返還金および徴収金の起案決定  等・債権管 等（督促・催告・納
付）の業務における効率化・改善の要素は何か？

✓ 業務効率化・改善の方向性は増加・減少のいずれか？
 議論を進めるに たり業務  について認識の共有が必要な  は、別紙「資料3 業務フロー（標準仕様書2.0版）」をご活用 ださい。

前回までのWTにおける意見について、別紙「資料4 前回までのWT意見とりまとめ表」に記載しておりますので、併 てご覧 ださい。

✓ 効率化・改善された生活保護業務像と現 業務を比較した際にどのよう 課題があるか？
（課題への対応方法について想定があれば、併 て意見をお聞か ください）

① 業務効率化・改善の余地

② 業務効率化・改善の 現における課題・対応方法

意見の観点（ ）

• システム化やシステムの 能変更によ て、情報収集や知識の習得を効率化・改善できるか

• 人・組織や体制を変えることで、情報収集の効率化・改善に がるか

• 業務 のもののやり方を変えることで、事務手続きを効率化・改善できるか

課題・対応方法（ ）

• 返還金や徴収金の発生抑制のために、預貯金や生命保険等の資力の調査をオンラインで行えると効率的だが、 ての金融 
 や保険会社等の    に対して、 のよ に協力を め実現するかが課題となる

議論資料
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2.ケースワーカーの行 業務における意見収集・議論

2.2. 業務効率化・改善の要素および方向性

◼ 本日は経理・返還金・債権管理等の業務に して、情報収集、判断、行動（業務そのもの）といった業務における
効率化・改善の要素、業務の効率化・改善の方向性の観点から議論することを想定しております。

議論のための補足資料

減少

増加

効率化・改善の
方向性

情報収集 判断 行動（業務 のもの）

業務における効率化・改善の要素

各種調査に費やす時間
（ :保護  時資産調査・課税調査・

就労先への収 額調査 等）

知識習得に費やす時間
（ :生活保護法の理解）

情報収集や行動にあたって
判断に迷うこと

（ : 正受給に対し告訴等を行 か）

情報連携の体制・  
（ :庁    ・   ・金融  等と

の連携体制）

システムの操作・  
（ :返還金・徴収金の起案決定における
返還対象額・徴収対象額の計算処理）

 務手続き
（ :CWの納 交渉や督促等・福祉事
務所窓口での保護費支給・返還金発生）

適正 保護受給に
該当するか判断に迷うこと

（ :未 告収 が 正受給に たるか）

様式の追加
（ :収  告等の届出義務の確認書・
 家への住宅費代理納  知書）

 保護 の  
（ :返還計画作成・家計見直し）
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3. WTのまとめイメージ（案）の共有

3.1. WT の意見・議論を踏まえた生活保護業務の全体像

◼ 第4回WTまでの意見や議論を踏まえて、現在の生活保護業務の 体像を作成しました。

 払基金

国保連

指定医療機関

✓報酬  
✓レセプト送 

✓医療扶助資格情報登録
✓委託医療  情報登録

生活保護
システム

説明資料

✓保護費支給

✓納 （返還金等）処理

庁 他部署

指定 護機関

✓介護サービス

✓診療・治療

生命保険 社

✓調査依頼
（書面）

✓回 （書面）

   務所

ハローワーク

法テラス

レセプト管理
システム

教育委員 

✓ 告・  ・  

 保護 

厚生労 省

他自治体

都道府県

✓移管連絡
✓介護保険料情報
✓指定医療  情報
✓介護  情報
✓戸籍情報

✓自 支援医療・難病等の情報提供
✓指定医療  ・指定介護  情報の提供

✓移管連絡
✓各種照会（戸籍情報・介護保険料等）

✓ 法情報
（自 支援医療・難病 等）照会

✓調査依頼
✓法制度改正の 知

✓調査回 

✓訪問・面 ・指 ・  受 ・保護決定・納 交渉等

✓支払
✓レセプト送 

✓  

✓支払

✓  
✓  

✓医療・給 ・ 術の要否意見伺い
✓医療以外の意見伺い（稼働能力・おむつ）

✓医療・給 ・ 術要否等の意見回 

✓介護券送 

 保護 就労先

企業等

社   協議 

金融機関

✓就労支援

✓  

✓各種支援
（金銭管理等）

✓各種支援（自己破産等）

住民記録
システム

税務
システム

介護保険
システム

障害者福祉
システム

児童扶養手当
システム

✓課税情報 ✓介護保険料
情報

✓障害手 等
情報

✓住民記録
情報

児童手当
システム

✓児童扶養
手当情報

✓児童手当
情報

✓  

✓被保護者（児童）の給食費情報

✓保護費受け取り用
口座開 

✓  ・  ・口座開 等の同行支援

✓  

家主

✓住宅費支払

✓職員間での教育

✓ 所介護
✓   所

先輩CW新人CW

✓住宅費代理納 
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3. WTのまとめイメージ（案）の共有

3.2. 生活保護業務における問題点の概観図

◼ 第4回WTまでの意見を踏まえると、現行の生活保護業務における問題点は以下のとおりと認識しております。

説明資料

問題 業務のやり方（第1回・第2回・第3回・第4回WT意見）

他機関（医療機関等）との連携（第4回WT意見）
問題

   務所の体制（第1回・第2回・第3回WT意見）
問題

CWの役割（第3回・第4回WT意見）
問題

他機関（金融機関・生命保険 社）との連携
（第3回WT意見）

問題

他機関（国・都道府県・他自治体）との連携
（第3回・第4回WT意見）

問題

庁 他部署との連携（第3回・第4回WT意見）
問題
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3. WTのまとめイメージ（案）の共有

3.3. WTにおける意見とりまとめ表

◼ 前項で示した生活保護業務の問題点の概観図は、第4回までのWTでの意見を踏まえて作成しております。
◼ 本日の議論も踏まえて生活保護業務の 体像、問題の概観図を更新します。
◼ 今後、前項で示した問題の概観図をもとに効率化・改善された生活保護業務像を作成します。

説明資料

 取りまとめ表の詳細は、「資料４ 前回までのWT意見とりまとめ表」を 照して ださい。

現在起きている業務の問題 問題の原因（事務局想定） 問題の区分
業務効率化・改善

の観点
問題点・課題の解決策

被保護者の情報を紙資料以外で持ち出す手段が無い 業務のやり方 新技術採用の検討
タブレットから生活保護システムが保有する情報を 照できるよ にし、事

前のメモ作成を 要にする

個人情報の持ち出しについて、タブレット端末を活用して生活保護システムに

アクセスできる。（紙書類を持ち出すことによる個人情報の流出が生じな

い。）

紙資料での持ち出しは個人情報保護の観点で制限が る    務所の体制変更 制度への対応の検討 個人情報の管理（考え方）に するガイドラインを検討し直す。
紙書類として持ち出すことが可能な情報を整理し、システム化をしない  で

も、被保護者の情報の持ち出しを可能とする。

訪問予定の調整の手段が、  や手紙等の限られた手段しかない 業務のやり方 手作業のシステム化
訪問日の日程調整をシステム等の  や手紙以外の手段で出来るよ に

する。

訪問日程の調整をシステム等で事前に行 ことで 在訪問数が減り、再訪

問のための時間が取られな なることにより、業務が滞ることが少な なる。

訪問予定を当日に連絡し、在室で ることを確認する双方向の連絡手段

が  以外に無 、被保護者が  に  かない  な は、訪問してか

らでないとケースワーカーは被保護者の 在を  できないため
業務のやり方 手作業のシステム化

訪問予定をシステムで 知する

（被保護者の携帯端末等にプッシュ型で 知する。）

訪問日程の調整をシステム等で事前に行 ことで 在訪問数が減り、再訪

問のための時間が取られな なることにより、業務が滞ることが少な なる。

被保護者の情報を紙資料以外で持ち出す手段が無 、システムが保有す

る被保護者の情報を紙資料や画面で訪問先で閲覧できない
業務のやり方 新技術採用の検討 タブレットから生活保護システムが保有する情報を 照できるよ にする

タブレット端末を活用して生活保護システムにアクセスできることにより、問い 

わ に対してスムーズに回 ができる。

紙資料での持ち出しは個人情報保護の観点で制限が る 業務のやり方 制度への対応の検討 個人情報の管理（考え方）に するガイドラインを検討し直す。
紙書類として持ち出すことが可能な情報を整理し、システム化をしない  で

も、被保護者の情報の持ち出しを可能とする。

第1回WT
ケースワーク①

（訪問 連）
4

企業によ ては、給与明細等が 子データ化されているケースが 

り、 の 子データを紙に印刷してから提出さ ることは市民サービ

スの低下とな ている

 子データを紙で印刷して提出さ ているのは、福祉事務所側が  を受

け けるための方法が、紙資料提出以外にないため
業務のやり方 新技術採用の検討  子  が可能なシステムの構築を検討する

持 、郵送以外の  手段を用意することで、被保護者がいつでも  が

可能となる。

ベテランケースワーカーが持 ている被保護者とのかかわり方のノウハウが福

祉事務所 体の集 知として蓄積されていない
   務所の体制変更 新技術採用の検討

ノウハウを蓄積したチャットボットな のツールやシステムを  し、職員が 

明点は都度質問を行 ことが出来るよ にする。

システム化により職員の能力差をフォローすることが可能となり、業務効率が改

善する。（被保護者への行政サービスも一定程度の質が担保される）

ベテランケースワーカーが持 ている被保護者とのかかわり方のノウハウが福

祉事務所 体の集 知として蓄積されていない
   務所の体制変更

連携体制構築（職員間・  

 ）

ベテランケースワーカーのノウハウを共有する勉強会、ベテランケースワーカー

がメンターとして新任ケースワーカーの指 教育を行 体制を構築する

ノウハウの共有により、職員の能力が一定程度の均一化され、業務の処理時

間が一定となることで、 度な時間外労働を行 職員が少な なる。

生活保護制度への理解・被保護者とのかかわり方等の必要な能力の獲得

について、職員個人の努力に依存している
   務所の体制変更 人材育成

職員がケースワーカーとして必要な能力を得ることが出来る組織的な教育

体制を構築する

組織的な教育体制により職員の能力を均一化出来ることで、被保護者に提

供する行政サービスについて一定程度の質が担保される。

第1回WT
ケースワーク①

（訪問 連）
6

生活保護業務の制度改正が生じた際、制度改正直後だと、制度

の理解等が未熟なため、対応に苦慮する

制度改正等の 知を福祉事務所 で回覧するのみで、 のよ に改正 

 を理解するのか、改正  を実務に のよ に反映さ るのか、被保護

者に のよ に改正  を説明するかについて各ケースワーカーの努力に依

存している

   務所の体制変更 制度への対応の検討
法制度改正への対応方法の検討、実務への反映方法、被保護者への 

 説明を組織的に検討する体制を構築する。

組織的に制度改正への対応方法、実務への反映方法、被保護者の説明

  を検討することで、被保護者に提供する行政サービスについて一定程度

の質が担保される。

被保護者の情報を紙資料以外で持ち出す手段が無い 業務のやり方 新技術採用の検討
タブレットから生活保護システムが保有する情報を 照できるよ にし、事

前のメモ作成を 要にする

個人情報の持ち出しについて、タブレット端末を活用して生活保護システムに

アクセスできる。（紙書類を持ち出すことによる個人情報の流出が生じな

い。）

紙資料での持ち出しは個人情報保護の観点で制限が る 業務のやり方 制度への対応の検討 個人情報の管理（考え方）に するガイドラインを検討し直す。
紙書類として持ち出すことが可能な情報を整理し、システム化をしない  で

も、被保護者の情報の持ち出しを可能とする。

第1回WT

第1回WT

第1回WT

第1回WT

第1回WT

新任とベテランのケースワーカーでは、能力（被保護者とのかかわり

方・法制度理解）に差が り、業務処理時間にムラが生じている

個人情報等の持ち出し/持ち帰りの対応に苦慮している1
ケースワーク①

（訪問 連）

訪問等の日程調整が難航する点や被保護者が 在で業務が滞

ることが る

生活保護システムの情報を持ち出すことができず、訪問時における

問い わ 対応がスムーズに実 できないことが る

ケースワーク①

（訪問 連）
2

ケースワーク①

（訪問 連）
3

ケースワーク①

（訪問 連）
5

訪問先の地図情報や生活保護システムの情報の事前メモ作成に

時間を要している

ケースワーク①

（訪問 連）
7

解決策の実 後の生活保護業務の姿

（案）

問題 効率化・改善
WT回 WTテーマ No
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